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評価官（評価委員会庶務） 

設立年月日 平成 16 年４月１日 

沿 革  昭 32.7 労働福祉事業団 → 平 16.4 独立行政法人労働者健康福祉機構 

※ 労災年金担保貸付事業については独立行政法人福祉医療機構へ移管 

目 的 療養施設、健康診断施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に

対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び

運営等を行うことにより労働者の業務上の負傷又は疾病に関する療養の向

上及び労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図る

とともに、未払賃金の立替払事業等を行い、もって労働者の福祉の増進に

寄与すること。 

業務の範囲 １．①療養施設の設置及び運営を行うこと、②健康診断施設の

設置及び運営を行うこと、③労働者の健康に関する業務を行う者に対して

研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営を

行うこと、④労働安全衛生法第 13 条の２に規定する事業場について、同法

第 13 条第２項に規定する要件を備えた医師を選任し、当該医師に同条第 1

項に規定する労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者に対す

る助成金の支給を行うこと、⑤労働安全衛生法第 66 条の２の規定による健

康診断を受ける労働者に対する助成金の支給を行うこと、⑥賃金の支払の

確保等に関する法律第３章に規定する事業(同法第８条に規定する業務を

除く。)を実施すること、⑦リハビリテーション施設の設置及び運営を行う

こと、⑧被災労働者に係る納骨堂の設置及び運営を行うこと、⑨前各号に

掲げる業務に附帯する業務を行うこと。２．上記１．の業務のほか、上記

１．の業務の遂行に支障のない範囲内で、行政官庁の委託を受けて、労働



者災害補償保険法第７条第１項の保険給付に関する決定に必要な検診を行

うことができる。３．①機構成立前の療養施設の移譲又は廃止の業務。②

年金たる保険給付を受ける権利を有する者に対する当該権利を担保とする

小口の資金の貸付けにより貸し付けられた資金に係る債権の回収について、

独立行政法人福祉医療機構から委託を受けた場合において、当該債権の回

収業務が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務、③事業者等

が労働災害の防止及び労働者の健康の保持のため必要とする資金の貸し付

けにより貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該

債権の管理及び回収の業務。 

財務及び予算の状況 

＜資本金＞ １４７，１５２百万円 

＜国有財産の無償使用＞ なし 

＜予算計画＞                      （単位：百万円） 

 区   別 
中期計画予算 

（平成 21～25 年度） 
平成 25年度予算 

収

入 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

その他の国庫補助金 

民間借入金 

求償権回収金 

貸付金利息 

貸付回収金 

業務収入 

受託収入 

業務外収入 

計 

   50,029 

   14,310 

   94,575 

   15,740 

   26,659 

      213 

    2,080 

1,363,608 

        0 

   14,147 

1,581,363 

7,144 

2,661 

18,751 

1,880 

7,542 

 7 

 94 

294,000     

－ 

3,313 

335,393 

支

出 

業務経費 

  本部業務関係経費 

病院業務関係経費 

施設業務関係経費 

賃金援護業務関係経費 

産業保健業務関係経費 

施設整備費 

受託経費 

借入金償還 

支払利息 

一般管理費 

物件費 

人件費 

退職手当 

   計 

1,431,525 

7,498  

1,266,550     

37,058    

119,771        

648 

   14,310 

        0 

   18,418 

      336 

   96,808     

34,060     

53,300      

9,447 

1,561,396 

306,907 

841 

273,990 

6,016 

26,061 

－ 

2,661 

－ 

2,174 

32 

17,884 

6,709 

9,536 

1,640 

329,658 



＜短期借入金の限度額＞ ４，０３８百万円 

組織の概要 

＜役員＞ （理事長・定数 1 人・任期４年）武谷 雄二 （理事・定数４人・

任期２年）森岡 雅人、加藤 賢朗、細川 和彦、山部 久雄 （監事・定数

２人・任期２年）、海野 哲也、（非常勤）東海 直文 

＜職員数＞ １８，８６７人（常勤１５，０４８人、非常勤３，８１９人） 

＜組織図＞ 
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中期目標 

 

第１ 中期目標の期間 

平成２１年４月から平成２６年３月までの５年とする。 

なお、研究所との統合が行われた場合、機構の中期目標期間は、統合後の法人の中期目標期間に

引き継がれるものとする。 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 

Ⅰ すべての業務に共通して取り組むべき事項 

業績評価の実施、事業実績の公表等 

業績評価を実施し業務運営へ反映させるとともに、業績評価の結果や機構の業務内容を積極的に

公表し、業務の質及び透明性の向上を図ること。 

 

Ⅱ 各業務において取り組むべき事項 

１ 労災疾病等に係る研究開発の推進等 

（１）労災疾病等に係る臨床研究の着実な実施 

第１期中期目標において取り上げた、依然として多くの労働災害が発生している疾病、又は産

業構造・職場環境等の変化に伴い勤労者の新たな健康問題として社会問題化している疾病である

１３分野の課題は引き続き重要な課題であることから、これら分野について労災疾病等に係るモ

デル医療やモデル予防法の研究・開発を引き続き行うこと。 

特に、昨今の労働災害の動向や職場のニーズを踏まえ、かつ労働災害防止計画等に照らし、「ア

スベスト関連疾患」、「勤労者のメンタルヘルス」、「業務の過重負荷による脳・心臓疾患（過

労死）」及び「化学物質の曝露による産業中毒」の分野を最重点分野とし、これらの分野に資源

を重点的に配分すること等により、時宜に合った研究成果をあげるよう取り組むこと。 

また、これまで労災病院で培われた労災疾病等に関する症例、知見、技術、職業と疾病との関

連性に係る情報等を活かしつつ、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病等の勤労者が罹患するこ

との多い疾病も含め、就労の継続が可能な治療と療養後における医療の視点から行う円滑な職場

復帰を支える疾病の治療と職業生活の両立を図るモデル医療及び労働者個人の特性と就労形態

や職場環境等との関係等についての研究開発を分野横断的に行うこととし、この研究にも資源を

重点的に配分して研究環境の整備充実を図ること。 

なお、研究の推進に当たっては、労災疾病等に係る研究を効果的かつ効率的に実施する観点か

ら、現行１研究センターにつき１分野として１３研究センターを設置している分散型の研究体制

について、平成２１年度末までに診療実績や労災患者数、専門医等研究スタッフの配置状況等を

勘案した集約化を検討し、その結果を踏まえ必要な見直しを行うこと。 

さらに、労災疾病等に係る研究開発の推進に当たっては、症例の集積が重要であることから、

労災病院のネットワークの活用のみならず、労災指定医療機関である国立病院等からも症例デー

タを収集することができるような連携体制の構築を図ること。 

加えて、密接に関連する研究所の労働災害の予防、労働者の健康の保持増進及び職業性疾病の

病因、診断、予防等に関する総合的な調査・研究業務と連携を図るとともに、研究所との統合後

において統合メリットが発揮できるよう一体的な実施について検討すること。 

（２）研究成果の積極的な普及及び活用の推進 

研究開発された労災疾病等に係るモデル医療法・モデル予防法等の成果の普及・活用を促進す

るため、本部、労災病院、産業保健推進センター等の有機的連携により、労災指定医療機関、産

業保健関係者等に対し研修等を通じて、積極的な情報の発信及び医療現場、作業現場等への定着

を図ること。 

また、密接に関連する研究所の労働災害の予防、労働者の健康の保持増進及び職業性疾病の病

因、診断、予防等に関する総合的な調査・研究業務と連携を図るとともに、研究所との統合後に

おいて統合メリットが発揮できるよう効果的・効率的な普及について検討すること。 



 

２ 勤労者医療の中核的役割の推進 

勤労者医療の中核的役割の推進のために、上記「１」の研究開発と併せ、以下のとおり着実に取

り組むこと。 

特に、労災病院等においては、勤労者医療の中核的役割を推進するため、職業に関連した負傷又

は疾病の予防、治療からリハビリテーション、医療の視点から行う勤労者の療養後の職場復帰等の

促進に至るまでの一連の取組についてのガイドラインを作成、活用して疾病の治療と職業生活の両

立支援を図るとともに、労災病院グループのネットワークを通じて労災指定医療機関等に普及して

いくこと。 

（１）一般診療を基盤とした労災疾病に関する高度・専門的な医療の提供等 

ア 労災疾病に関する医療については、他の医療機関では症例がない等により対応が困難なもの

もあることから、労災病院において、これまで蓄積された医学的知見を基に最新の研究成果を

踏まえて、高度・専門的な医療を提供するとともに、その質の向上を図ること。特に、アスベ

スト関連疾患や化学物質の曝露による産業中毒等、一般的に診断が困難な労災疾病については

積極的に対応すること。 

また、勤労者医療を継続的、安定的に支えるためにも、基盤となる４疾病５事業等の診療機

能を充実させ、地域の中核的医療機関を目指すこと。 

さらに、近年、大規模労働災害が増加していることを踏まえ、かかる場合における緊急な対

応を速やかに行えるようにすること。 

イ 労災病院の医療の質の向上と効率化を図るため、医療情報のＩＴ化を推進すること。 

ウ 質の高い医療の提供及び安定した運営基盤を構築する上で不可欠となる優秀な人材の確保、

育成に積極的に取り組むこと。 

エ 労災看護専門学校においては、近年の看護師不足等の中で、労災病院における勤労者医療の

推進に必要な専門性を有する看護師を養成すること。 

オ 国民の医療に対する安心と信頼を確保するため、情報開示に基づく患者の選択を尊重し、良

質な医療を提供すること。これにより、患者満足度調査において全病院平均で８０％以上の満

足度を確保すること。 

また、患者の安全を確保するため、組織的・継続的な取組により職員一人一人の医療安全に

関する知識・意識の向上を図ること。 

（２）勤労者に対する過労死予防等の推進 

勤労者の健康確保、労災疾病の防止を図るため、過重労働による健康障害の防止、心の健康づ

くり、勤労女性の健康管理等を推進することとし、中期目標期間中、勤労者の過労死予防対策の

個別又は集団指導を延べ７６万人以上（※１）、メンタルヘルス不調予防対策の勤労者心の電話

相談を延べ１１万人以上（※２）、講習会を延べ１万２千人以上、勤労女性に対する保健師によ

る生活指導を延べ２万人以上（※３）実施すること。 

また、これらの実施に当たっては、実施時間帯の設定に配慮する等利便性の向上も図ること。 

さらに、指導や相談実施後、利用者へのアンケートを行い、参加者の８０％以上から有用であ

った旨の評価を得ること。 

加えて、指導や相談の結果の分析を行い、産業保健推進センターで行う研修等に活かすこと。 

（※参考１：平成１６年度から平成１９年度までの平均 １２１，７０５人×５年間の２５％増） 

（※参考２：平成１６年度から平成１９年度までの平均  １７，６３４人×５年間の２５％増） 

（※参考３：平成１６年度から平成１９年度までの平均   ３，２８８人×５年間の２５％増） 

（３）産業医等の育成支援体制の充実 

事業場における産業医等の実践活動を通じて多様な勤労者の健康課題に的確に対応していく

ため、労災病院及び勤労者予防医療センターにおいて、産業医活動に必要な臨床医学的素養の維

持、向上のための育成支援体制の充実を図ること。 

（４）勤労者医療の地域支援の推進 

労災病院においては、地域における勤労者医療を支援するため、紹介患者の受け入れなど地域

の労災指定医療機関等との連携を強化するとともに、労災指定医療機関等を対象にしたモデル医



療普及のための講習、労災疾病等に係る診断・治療について労災指定医療機関等が利用しやすい

マニュアル等資料の提供、労災指定医療機関等からの高度医療機器を用いた受託検査を行うこ

と。 

また、利用した労災指定医療機関、産業医等から診療や産業医活動の上で有用であった旨の評

価を７５％以上得ること。 

（５）行政機関等への貢献 

国が設置している検討会、委員会等への参加要請に協力するとともに、迅速・適正な労災認定

に係る意見書の作成等を通じて行政活動に協力すること。 

また、労災疾病等に係る研究・開発、普及事業等を通じて得られた医学的知見については、速

やかに行政機関に提供し、政策立案等との連携を深めること。 

さらに、アスベスト関連疾患に対して、引き続き、健診、相談、診療に対応するとともに、医

療機関に対する診断技術の普及、向上に積極的に対応すること。 

 

３ 重度被災労働者の職業・社会復帰の促進 

（１）医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターの運営 

重度の被災労働者の職業・社会復帰を支援するため、医療リハビリテーションセンターにおい

ては、四肢・脊椎の障害、中枢神経麻痺患者に係る高度・専門的な医療を、総合せき損センター

においては、外傷による脊椎・せき髄障害患者に係る高度・専門的医療を提供し、更に地域との

連携を密にして、それぞれ医学的に職場・自宅復帰可能である退院患者の割合を８０％以上（※）

確保すること。 

また、高度・専門的な医療を提供することによる患者満足度調査において、それぞれ８０％以

上の満足度を確保すること。 

（※参考：平成１９年度実績 医療リハビリテーションセンター８０．４％ 

総合せき損センター ８５．０％） 

（２）労災リハビリテーション作業所の運営 

労災リハビリテーション作業所については、入所者の自立更生の援助という目的に応じた、よ

り効果的な運営を行うとともに、入所者個々の状況に応じた適切な生活・健康管理の下で軽作業

に従事させることにより自立能力の確立を図りつつ、カウンセリング、就職指導等を行うことに

より、中期目標期間中の社会復帰率を３０％以上（※）とすること。  

（※参考：平成１９年度実績 ３０．４％） 

 

４ 産業保健活動の積極的な支援と充実したサービスの提供推進 

産業保健推進センターにおいては、労働災害防止計画に定める産業保健活動の推進に寄与するこ

とを基本方針とし、以下の取組により、地域社会や産業保健関係者のニーズに対応した産業保健サ

ービスの提供等の支援を行うこと。 

（１）産業保健関係者に対する研修又は相談の実施 

ア 地域の産業保健関係者に対する実践的かつ専門的な研修又は相談の充実 

産業保健推進センターにおける産業医等の産業保健関係者への研修内容について、メンタル

ヘルスや過重労働等を積極的に取り上げるとともに、面接指導等の実践的かつ専門的な研修を

強化しつつ、延べ１万７千回以上（※１）の研修を実施すること。また、第１期中期目標期間

において実施した研修を踏まえ、研修内容等の改善を図る仕組みを充実すること。 

産業保健関係者からの相談について、中期目標期間中、７万２千件以上（※２）実施するこ

と。また、相談内容については、産業保健関係者に対する研修に有効に活用できるよう検討す

ること。 

なお、研修又は相談の利用者については、産業保健に関する職務を行う上で有益であった旨

の評価を８０％以上確保するとともに、相談、指導を行った産業保健関係者等に対して追跡調

査を実施し、有効回答のうち７０％以上につき具体的に改善事項が見られるようにすること。 

（※参考１：平成１９年度実績  ３，２９１回×５年間の５％増） 

（※参考２：平成１９年度実績 １３，７２５件×５年間の５％増） 



イ 産業保健に関する情報の提供その他の援助 

インターネットの利用その他の方法により産業保健に関する情報や労災疾病等に係る研究

によるモデル予防医療等に係る情報を提供するとともに、さらなる情報の質の向上、利便性の

向上を図ること。 

また、事業主に対する広報及び啓発等を行うとともに、勤労者に対する情報提供についても

より積極的に取り組むこと。 

さらに、研究所との統合に向けて、研究所の調査・研究についての関係者に対する情報提供

等について検討すること。 

ウ 地域産業保健センターに対する支援の充実 

地域の産業保健活動の促進を図るため、都道府県労働局、労働基準監督署と連携し、メンタ

ルヘルスや過重労働による健康障害の防止のための産業医の面接指導技術の向上等の支援を

含め、域内の地域産業保健センターの活動に対する支援を充実すること。 

（２）産業保健に係る助成金の支給業務 

ア 業績評価を踏まえた支給業務の見直し及び透明性の確保 

産業保健に係る小規模事業場産業保健活動支援促進助成金及び自発的健康診断受診支援助

成金の支給業務に対する業績評価を実施し、それらを翌年度の業務へ反映させるとともに、評

価結果については、積極的に公表し、透明性を確保するとともに、助成金事業の効果の把握に

努めること。 

イ 助成金に関する周知 

労働基準監督署、地域産業保健センター等及び労災病院、勤労者予防医療センター等とも連

携し、助成金の一層の周知を図ること。 

ウ 手続の迅速化 

審査を適正に行うとともに、効率化を図ること等により、中期目標期間中に、申請書の受付

締切日から支給日までの期間を原則として、小規模事業場産業保健活動支援促進助成金につい

ては、４０日以内（※１）、自発的健康診断受診支援助成金については、２３日以内（※２）

とすること。 

（※参考１：平成１９年度実績 ４４日） 

（※参考２：平成１９年度実績 ２９日） 

 

５ 未払賃金の立替払業務の着実な実施 

（１）立替払の迅速化 

審査を適正に行うとともに、効率化を図ること等により、不備事案を除き、請求書の受付日か

ら支払日までの期間について、平均で３０日以内（※）を維持すること。 

（※参考：平成１９年度実績 ２５．６日） 

（２）立替払金の求償 

代位取得した賃金債権について適切な債権管理及び求償を行い、破産財団からの配当等につい

て確実な回収を行うこと。 

 

６ 納骨堂の運営業務 

産業災害殉職者の慰霊の場にふさわしい環境整備を行い、遺族等から慰霊の場としてふさわしい

との評価を毎年９０％以上得ること。 

 

第３ 業務運営の効率化に関する事項 

１ 機構の組織・運営体制の見直し 

（１）事業等の見直しに併せ、業務量を検証し、業務の合理化・効率化の観点から、本部組織の再編

を行うとともに、施設に対する本部の業務運営支援・経営指導機能などのマネジメント機能を強

化すること。また、研究所との統合後において統合メリットが発揮できるよう更なる見直しにつ

いて検討すること。 

（２）役員の業績、職員の勤務成績、法人の事業実績、社会一般の情勢等を反映した人事・給与制度



の見直しを進めること。 

 

２ 一般管理費、事業費等の効率化 

（１）業務運営の効率化による経費節減 

中期目標期間の最終年度において、平成２０年度に比し、一般管理費（退職手当を除く。）に

ついては１５％程度、また、事業費（労災病院、医療リハビリテーションセンター及び総合せき

損センターを除く。）については１０％程度節減すること。 

また、医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センター運営業務については、費用節

減に努め、その費用に占める運営費交付金の割合は、労災リハビリテーション工学センター廃止

に伴う業務移管によるものを除き、平成２０年度の水準を超えないものとすること。 

さらに、産業保健推進センターについては、業務の効率化の観点から、管理部門等の集約化及

び効率化を図ることにより、中期目標期間の最終年度において、平成２０年度実績に比べて運営

費交付金（退職手当を除く。）のおおむね３割削減を図ること。 

（２）給与水準の適正化等 

総人件費については、医療本来の責務である医療の質や安全の確保、経営基盤の強化のための

適正な診療体制の確保及び勤労者医療の推進という組織本来の使命を果たしつつ、「簡素で効率

的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成１８年法律第４７号）等に基づ

く平成１８年度からの５年間で５％以上削減させるとの基本方針についても、その趣旨の着実な

実施を目指すこととし、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」（平成１８年７

月７日閣議決定）に基づき、人件費改革の取組を平成２３年度まで継続すること。 

また、機構の事務・技術職員の給与水準について、以下のような観点からの検証を行い、これ

を維持する合理的な理由がない場合には必要な措置を講ずることにより、給与水準の適正化に速

やかに取り組むとともに、その検証結果や取組状況については公表すること。 

ア 職員の在職地域や学歴構成等の要因を考慮してもなお国家公務員の給与水準を上回ってい

ないか。 

イ 給与体系における年功的要素が強いなど、給与水準が高い原因について、是正の余地はない

か。 

ウ 国からの財政支出の大きさ、累積欠損の存在、類似の業務を行っている民間事業者の給与水

準等に照らし、現状の給与水準が適切かどうか十分な説明ができるか。 

エ その他、給与水準についての説明が十分に国民の理解を得られるものとなっているか。 

 

（３）随意契約の見直し 

契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組により、随意契約の

適正化を推進すること。 

ア 機構が策定した「随意契約見直し計画」（平成１９年１２月策定）に基づく取組を着実に実

施するとともに、その取組状況を公表すること。 

イ 一般競争入札等により契約を行う場合、合理的な理由なく特定の業者以外の参入を妨げる仕

様としないこと。また、企画競争や公募を行う場合には、競争性、透明性が十分確保される方

法により実施すること。 

ウ 監事等による監査において、入札・契約の適正な実施について徹底的なチェックを行うよう

要請すること。 

（４）医業未収金の徴収業務の効率化 

医業未収金の徴収業務については、原則、すべての病院の未収金の徴収業務について、民間競

争入札を実施すること。 

 

３ 労災病院の在り方の総合的検討 

労災病院については、平成２２年度末を目途に、個々の病院ごとに、政策医療に係る機能、地域

医療事情、経営状況等について総合的に検証し、その結果を公表するとともに、必要な措置を講ず

ること。 



その際、労災病院の近隣に国立病院等がある場合は、都道府県が策定する医療計画、地理的配置

状況や担っている医療機能等を踏まえ、個々の病院単位で診療連携の構築を始め効率的な運営の可

能性等について検討を行うこと。 

また、厚生労働省において、平成２５年度末までに、所管の独立行政法人が運営する病院全体に

ついて、それらの病院が果たすべき政策医療及び地域医療における役割を勘案しつつ、政策目的に

沿った医療供給体制の最適化を図る観点から、病院配置の再編成を含む総合的な検討を行うため、

機構は必要な協力を行うこと。 

 

４ 保有資産の見直し 

事務及び事業の見直しの結果生ずる遊休資産及び利用予定のない宿泊施設等については、国の資

産債務改革の趣旨を踏まえ、早急に処分を行うこと。 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

「第３ 業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項及び次の事項に配慮した中期計画の予算、

収支計画及び資金計画を作成し、当該計画に基づいた運営を行うこと。 

１ 労災病院においては、勤労者医療の中核的役割を的確に果たしていくため、収支相償を目指して

きたこれまでの取組みを更に前進させ、診療体制・機能の整備により無理なく自前収入による機器

整備、増改築を行うことができるような経営基盤の強化を図るとともに、整理合理化計画及び勧告

の方向性を踏まえ、経済状況に関する事情を考慮しつつ、平成２８年度を目途とした繰越欠損金の

解消に向け、投資の効率化、人件費の適正化その他の必要な措置を講ずること。 

 

２ 労働安全衛生融資については、債権管理を適切に行い、確実な償還を行うこと。 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

整理合理化計画及び勧告の方向性を踏まえ、次のことについて計画的に取り組むこと。 

１ 労災リハビリテーション工学センター及び海外勤務健康管理センターの廃止 

労災リハビリテーション工学センターについては、せき損患者に対する日常生活支援機器の研究

開発機能を、医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターの各工学部門に移管した上

で、廃止すること。 

また、海外勤務健康管理センターについては、利用状況や同様の業務が他の実施主体により実施

されていること等を踏まえ、廃止すること。 

 

２ 労災リハビリテーション作業所の縮小・廃止 

労災リハビリテーション作業所については、新規入所者数の減少、在所者の長期滞留化・高齢化

が進んでおり、社会復帰までの通過型施設としての機能の発揮が困難になっていることから、国の

関連施策と連携し、在所者の退所先の確保を図りつつ、縮小・廃止すること。 



別紙 

 

労災疾病等に係る研究開発分野 

 

① 四肢切断、骨折等の職業性外傷 

② せき髄損傷 

③ 騒音、電磁波等による感覚器障害 

④ 高・低温、気圧、放射線等の物理的因子による疾患 

⑤ 身体への過度の負担による筋・骨格系疾患 

⑥ 振動障害 

⑦ 化学物質の曝露による産業中毒 

⑧ 粉じん等による呼吸器疾患 

⑨ 業務の過重負荷による脳・心臓疾患（過労死） 

⑩ 勤労者のメンタルヘルス 

⑪ 働く女性のためのメディカル・ケア 

⑫ 職場復帰のためのリハビリテーション及び勤労者の罹患率の高い疾病の治療と職業の両立支援 

⑬ アスベスト関連疾患 



（単位：円）

資産の部

Ⅰ 流動資産

現金及び預金 ※3、※11 113,850,513,172

医業未収金 43,648,022,972

医業未収金貸倒引当金 △ 155,762,847 ※3 43,492,260,125

有価証券 ※3 15,002,376,645

たな卸資産 977,175,464

前払費用 24,708,999

未収収益 68,560,781

未収金 ※3 1,860,327,822

貸付金

融資資金短期貸付金 140,524,000

融資資金短期貸付金貸倒引当金 △ 14,175,620 ※3 126,348,380

援護資金短期貸付金 8,621,480

援護資金短期貸付金貸倒引当金 △ 5,752,693 ※3 2,868,787

その他の流動資産 122,363,790

流動資産合計 175,527,503,965

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※19

建物 241,966,066,044

減価償却累計額 △ 82,810,748,131

減損損失累計額 △ 1,378,010,641 157,777,307,272

構築物 6,958,895,166

減価償却累計額 △ 3,197,865,400

減損損失累計額 △ 60,124,289 3,700,905,477

車両 276,758,784

減価償却累計額 △ 142,659,535 134,099,249

器具・備品 108,600,748,450

減価償却累計額 △ 67,995,960,861 40,604,787,589

立木竹 429,876,630

減価償却累計額 △ 203,687,871

減損損失累計額 △ 184,448 226,004,311

土地 71,510,781,106

減損損失累計額 △ 2,075,149,524 69,435,631,582

建設仮勘定 9,736,364,612

その他の有形固定資産 121,392,517

減価償却累計額 △ 53,318,515 68,074,002

有形固定資産合計 281,683,174,094

２ 無形固定資産

特許権 87,950

ソフトウェア 58,910,727

電話加入権 20,172,000

無形固定資産仮勘定 195,160

無形固定資産合計 79,365,837

３ 投資その他の資産

長期性預金 100,000,000

投資有価証券 ※3 2,853,748,724

融資資金長期貸付金 796,717,800

融資資金長期貸付金貸倒引当金 △ 129,765,228 ※3 666,952,572

援護資金長期貸付金 28,007,447

援護資金長期貸付金貸倒引当金 △ 20,288,918 ※3 7,718,529

破産更生債権等 2,101,690,262

破産更生債権等貸倒引当金 △ 1,915,636,969 ※3 186,053,293

未払賃金代位弁済求償権 48,702,409,412

求償権償却引当金 △ 40,029,193,287 ※3 8,673,216,125

長期前払費用 2,927,610

未収財源措置予定額 1,082,544,874

その他の資産 264,107,082

投資その他の資産合計 13,837,268,809

固定資産合計 295,599,808,740

資産合計 471,127,312,705

注）※の項目については、９頁～２０頁の【注記事項】に対応しております。

貸 借 対 照 表

（平成２５年３月３１日）

【独立行政法人労働者健康福祉機構】



（単位：円）

負債の部

Ⅰ 流動負債

運営費交付金債務 442,113,780

預り補助金等 3,843,313,385

預り寄付金 24,152,605

１年以内返済長期借入金 ※3 2,066,892,000

買掛金 ※3 11,223,305,672

未払金 ※3 26,396,955,874

未払費用 788,849,252

短期リース債務 5,028,544,046

前受金 16,710

預り金 1,748,584,879

前受収益 2,098,852

引当金

賞与引当金 6,709,531,162

その他の流動負債 1,460,285,575

流動負債合計 59,734,643,792

Ⅱ 固定負債

資産見返負債

資産見返運営費交付金 551,306,467

資産見返補助金等 9,640,665,880

資産見返寄付金 58,896,235

建設仮勘定見返施設費 1,901,668,782

建設仮勘定見返補助金等 760,847,000 12,913,384,364

長期前受収益 30,060

リース債務 10,343,634,340

引当金

退職給付引当金 ※17 227,431,111,226

固定負債合計 250,688,159,990

負債合計 310,422,803,782

純資産の部

Ⅰ 資本金

政府出資金 147,152,132,676

資本金合計 147,152,132,676

Ⅱ 資本剰余金

資本剰余金 57,905,813,414

損益外減価償却累計額（－） △ 4,470,578,066

損益外減損損失累計額（－） ※19 △ 2,501,309,321

資本剰余金合計 50,933,926,027

Ⅲ 繰越欠損金

当期未処理損失 △ 37,381,549,780

（うち当期総利益） ( 256,600,115 )

繰越欠損金合計 △ 37,381,549,780

純資産合計 160,704,508,923

負債・純資産合計 471,127,312,705

注）※の項目については、９頁～２０頁の【注記事項】に対応しております。

貸 借 対 照 表

（平成２５年３月３１日）



（単位：円）

経常費用

医療事業費

給与及び賞与 101,147,784,523

法定福利費 10,948,533,746

賞与引当金繰入 6,709,531,162

退職給付費用 ※17 21,095,426,669

経費 ※5 62,004,129,915

医業未収金貸倒引当金繰入 19,607,377

材料費 ※6 68,305,288,125

助成費 5,212,364

減価償却費 18,405,636,736 288,641,150,617

未払賃金立替払業務費用 ※7 12,731,894,936

受託経費 1,195,402,433

一般管理費

給与及び賞与 957,332,201

法定福利費 105,991,878

退職給付費用 ※17 303,297,523

経費 ※8 1,733,775,353

減価償却費 108,469,586 3,208,866,541

財務費用

支払利息 145,675,320 145,675,320

雑損 4,409,505

経常費用合計 305,927,399,352

経常収益

医療事業収入 ※9 280,700,161,984

運営費交付金収益

運営費交付金収益 7,980,885,784

資産見返運営費交付金戻入 148,645,460 8,129,531,244

施設費収益 50,934,384

補助金等収益

産業保健活動支援促進事業費等補助金等収益 5,212,364

その他補助金収益 818,627,005

資産見返補助金等戻入 12,866,574,580 13,690,413,949

寄付金収益

寄付金収益 14,375,670

資産見返寄付金戻入 13,169,233 27,544,903

政府受託収入 1,208,355,446

財務収益

受取利息 96,046,451

有価証券利息 74,412,688

融資資金貸付金利息 31,970,311

援護資金貸付金利息 1,110,391 203,539,841

雑益 ※10 2,710,101,714

経常収益合計 306,720,583,465

経常利益 793,184,113

臨時損失

固定資産除却損 390,214,816

減損損失 ※19 146,369,182

未収財源措置予定額取崩額 27,168,119 563,752,117

臨時利益

貸倒引当金戻入益 27,168,119 27,168,119

当期純利益 256,600,115

当期総利益 256,600,115

注）※の項目については、９頁～２０頁の【注記事項】に対応しております。

損 益 計 算 書

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）



 




